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（工事編） 

 

 

 

 

 

令和６年７月版 
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改定 現行 

提出書類一覧表 

１ 契約締結時 

 

 

 

 

提出書類一覧表 

１ 契約締結時 
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改定 現行 

２ 契約締結後 

 

３ ～ ８  (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 契約締結後 

 

 

 

３ ～ ８  (略) 
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改定 現行 

９ 工事関係書類リスト 

 

９ 工事関係書類リスト 
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改定 現行 
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改定 現行 

第１章 契約関係書類 

目次 

 

第１章 契約関係書類 

目次 

 



受注者提出書類の手引き（工事編） （第１章） 新旧対照表 

7 

改定 現行 

 

第１ 契約締結時 

１～７（略） 

８ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第

２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれが

あると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約

を締結するまでに、千葉市長に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて

通知すること。詳細は

（https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/tuuti_koukitounieikyouwooyobosujouhou.html）

を参照してください。 

第２  契約締結後 

１～１１（略） 

１２ ウィークリースタンス 
（１） ウィークリースタンスの実施についてはウィークリースタンス実施要領（建設局土木部技

術管理課制定）によります。 

詳細は（https://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/gijutsukanri/weeklystance.html）を参照

してください。 

第３ （略）  

第４ 部分払金請求時 

１ 部分払請求時の書類作成上の注意事項 

（１）（略） 

（２） 部分払金の請求を行うときは、一部履行届を提出し、出来形検査を受検しますが、それに

先立ち、社内検査を必要とする工事は、社内検査実施指導要綱に基づいて社内検査を行い、

品質確認書に社内検査結果を記載した報告書（工種、検査項目、検査内容、手直し状況等）

を添えて工事担当課長に報告してください。 

（３）～（６）（略） 

２～３（略） 

第５ 中間技術検査時 

１ 中間技術検査時の注意事項 

（１）～（２）（略） 

 

第１ 契約締結時 

１～７（略） 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

第２  契約締結後 

１～１１（略） 

（追記） 

 

 

 

 

第３ （略）  

第４ 部分払金請求時 

１ 部分払請求時の書類作成上の注意事項 

（１）（略） 

（２）部分払金の請求を行うときは、一部履行届を提出し、出来形検査を受検しますが、それに先立

ち、社内検査を必要とする工事は、社内検査実施指導要綱に基づいて社内検査を行い、その結果

を工事担当課長に品質確認書を添付して報告してください。 

 

（３）～（６）（略） 

２～３（略） 

第５ 中間技術検査時 

１ 中間技術検査時の注意事項 

（１）～（２）（略） 
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改定 現行 

（３）中間技術検査の受検時は、それに先がけ、社内検査を行い、品質確認書に社内検査結果を記

載した報告書（工種、検査項目、検査内容、手直し状況等）を添えて工事担当課長に報告して

ください。 

（４）（略） 

第６ 竣工時 

１ 竣工時の書類作成上の注意事項 

（１） 工事が竣工したときは、完成通知書を提出し、完成検査を受検しますが、それに先立ち、

社内検査を必要とする工事は、社内検査実施指導要領に基づいて社内検査を行い、品質確

認書に社内検査結果を記載した報告書（工種、検査項目、検査内容、手直し状況等）を添

えて工事担当課長に報告してください。 

（２）～（３）（略） 

２～４（略） 

第７ （略）  

 

（３）中間技術検査の受検時は、それに先がけ、社内検査を行い、品質確認書を添付した報告書を提

出してください。 

 

（４）（略） 

第６ 竣工時 

１ 竣工時の書類作成上の注意事項 

（１） 工事が竣工したときは、完成通知書を提出し、完成検査を受検しますが、それに先立ち、社内

検査を必要とする工事は、社内検査実施指導要領に基づいて社内検査を行い、品質確認書を添

付して工事担当課長に報告してください。 

 

（２）～（３）（略） 

２～４（略） 

第７ （略）  

 


